
亀島川（日本橋水門～霊岸橋区間）における 

船舶の航行について（お知らせ） 

 

平素より、東京都の河川事業にご協力いただきありがとうございます。 

東京都では河川施設（防潮堤、水門、排水機場等）の耐震補強を行っており、日本橋水門については、平成 2

９年度下半期から工事着手しております。 

これに伴い、日本橋水門～霊岸橋区間の水面に仮設の作業構台を設置しております。 

作業構台下の通航にあたっては、以下の通航ルールを遵守して、安全に航行して頂けますようお願い致します。 

工事期間中、大変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程宜しくお願いいたします。 

 

 ○場所 

  東京都中央区日本橋茅場町一丁目地内   

 ○作業構台設置期間 

  平成３０年３月下旬から平成３２年３月末まで（予定） 

 ○通航ルール 

・航路幅が一番広い部分を航行して下さい。 

・鋼管の間をジグザグに航行しないで下さい。 

・作業構台の上には、上らないで下さい。 
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（河川について） 

  中央区環境土木部水とみどりの課    

  連絡先 ０３－３５４６－５４３５     

   

（工事について） 

  東京都江東治水事務所特定施設建設課    

  連絡先 ０３－５８７５－１０６７     

  F A X  ０３－３６３７－１５９２ 

● 問合せ先 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/3.1_Russian_road_sign.svg

